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た
し
決
可

案

議
定例会
第4回区

長
提
出
議
案

区
長
提
出
議
案

●
令
和
５
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
６
次
）

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
３

億
９
８
４
３
万
５
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
２
０
８
５
億
４
４
３
万

６
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
５
年
度
中
野
区
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
４

１
８
９
万
７
千
円
を
追
加
計
上

し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額
は
、

２
４
４
億
９
９
８
９
万
７
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

●
中
野
区
行
政
財
産
使
用
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
等
に
お

け
る
施
設
の
目
的
外
使
用
に
係

る
使
用
料
の
額
を
改
定
し
、
区

役
所
庁
舎
の
施
設
の
使
用
料
を

定
め
、
及
び
令
和
６
年
７
月
１

日
か
ら
当
分
の
間
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
に
係
る
使
用
料
の
額
の
特

例
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、

職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
に

伴
い
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

●
中
野
区
職
員
の
高
齢
者
部
分

休
業
に
関
す
る
条
例

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
制

度
を
導
入
す
る
に
当
た
り
、
対

象
と
な
る
職
員
の
年
齢
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

す
。

●
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
の
診
療
報
酬

に
係
る
不
当
利
得
の
返
還
等
の

　11月６日（月）から７日（火）に、静岡県浜松市の「ユニ
バーサルデザイン」についてと、愛知県名古屋市の「公共施
設マネジメント」について視察を行いました。写真は浜松市
での様子です。

総
務
委
員
会
視
察
報
告

総
務
委
員
会
視
察
報
告

第４回
定例会

令和５年度中野区一般会計令和５年度中野区一般会計
補正予算など補正予算など3434議案を可決議案を可決

　第４回定例会は、11月27日から 12月12日まで開かれました。
　11月27日から３日間、24人の議員が区政課題について、一般質問を行いました。
　この定例会では、「令和５年度中野区一般会計補正予算」など、区長提出30議案を可決しました。
　また、議員提出４議案を可決しました。
　陳情については、３件を採択（１件は、みなす採択）し、２件を不採択、２件を継続審査としました。

請
求
に
関
し
訴
え
を
提
起
す
る

に
当
た
り
、
議
決
を
し
た
も
の

で
す
。

●
中
野
区
新
庁
舎
執
務
ス
ペ
ー

ス
用
備
品
等
の
買
入
れ
に
係

る
議
決
事
項
の
変
更
に
つ
い

て備
品
等
の
種
類
及
び
数
量
並

び
に
金
額
を
変
更
す
る
に
当
た

り
、
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例区
役
所
庁
舎
の
移
転
に
伴
い
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を

変
更
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の
施
設

の
利
用
料
金
及
び
使
用
料
の
限

度
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

令
和
６
年
７
月
１
日
か
ら
当
分

の
間
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
係
る

利
用
料
金
及
び
使
用
料
の
限
度

額
の
特
例
措
置
を
定
め
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
も
み
じ
山
文
化
の
森

施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

●
中
野
区
区
民
ホ
ー
ル
及
び
芸

能
小
劇
場
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

施
設
の
利
用
料
金
及
び
使
用

料
の
限
度
額
を
改
定
す
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
区
民
活
動
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例区
民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
施
設

の
使
用
料
の
額
を
改
定
す
る
と

と
も
に
、
令
和
６
年
７
月
１
日

か
ら
当
分
の
間
の
ス
ポ
ー
ツ
施

設
に
係
る
使
用
料
の
額
の
特
例

措
置
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
高
齢
者
会
館
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

高
齢
者
会
館
の
施
設
の
使
用

料
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

集
会
室
等
の
施
設
名
を
変
更
す

る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

職
員
の
配
置
基
準
を
変
更
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
の
福
祉
に
関
す
る
事

務
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

区
役
所
庁
舎
の
移
転
に
伴
い
、

福
祉
事
務
所
の
位
置
を
変
更
す

る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
の
施
設
の
利
用
料
金
及

び
使
用
料
の
限
度
額
を
改
定
す

る
と
と
も
に
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム
及
び
温
水
プ
ー
ル
に
つ

い
て
、
施
設
の
個
人
使
用
に
係

る
単
位
時
間
を
変
更
す
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
立
総
合
体
育
館
の
管

理
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

総
合
体
育
館
の
施
設
の
利
用

料
金
及
び
使
用
料
の
限
度
額
を

改
定
し
、
及
び
施
設
の
団
体
使

用
に
つ
い
て
入
場
料
を
徴
収
す

る
場
合
の
利
用
料
金
及
び
使
用

料
の
限
度
額
に
つ
い
て
定
め
る

と
と
も
に
、
令
和
６
年
７
月
１

日
か
ら
当
分
の
間
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
に
係
る
利
用
料
金
及
び
使

用
料
の
限
度
額
の
特
例
措
置
を

定
め
る
も
の
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て社
会
福
祉
会
館
の
指
定
管
理

者
を
指
定
す
る
に
当
た
り
、
議

決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て障
害
者
福
祉
会
館
の
指
定
管

理
者
を
指
定
す
る
に
当
た
り
、

議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て弥
生
福
祉
作
業
所
の
指
定
管

理
者
を
指
定
す
る
に
当
た
り
、

議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て療
育
セ
ン
タ
ー
ア
ポ
ロ
園
の

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
に
当

た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

公
園
の
施
設
の
使
用
料
の
額

並
び
に
利
用
料
金
及
び
使
用
料

の
限
度
額
を
改
定
す
る
と
と
も

に
、
令
和
６
年
７
月
１
日
か
ら

当
分
の
間
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に

係
る
使
用
料
の
額
等
の
特
例
措

置
を
定
め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
自
転
車
駐
車
場
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
野
南
自
転
車
駐
車
場
の
位

置
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て広
町
み
ら
い
公
園
の
指
定
管

理
者
を
指
定
す
る
に
当
た
り
、

議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
少
年
自
然
の
家
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

少
年
自
然
の
家
の
施
設
の
利

用
料
金
及
び
使
用
料
の
限
度
額

を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

●
中
野
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

給
料
表
の
改
定
並
び
に
期
末

手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
月

数
の
引
上
げ
を
行
う
も
の
で
す
。

●
中
野
区
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

期
末
手
当
の
支
給
月
数
の
引

上
げ
を
行
う
と
と
も
に
、
給
料

表
の
適
用
に
つ
い
て
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
小
学
校
及
び
中
学

校
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

給
料
表
の
改
定
及
び
勤
勉
手

当
の
支
給
月
数
の
引
上
げ
を
行

う
も
の
で
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

産
前
産
後
期
間
の
国
民
健
康

保
険
料
の
免
除
措
置
に
つ
い
て

規
定
す
る
と
と
も
に
、
地
方
税

法
の
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項

に
つ
い
て
規
定
を
整
備
す
る
も

の
で
す
。

　
　
　
　
　
（
７
面
へ
続
く
）


